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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
図
書
館
情
報
大
学
を
筑
波
大
学
に
統
合
し
、
山
梨
大
学
と
山
梨
医
科
大
学
と
を
統
合
し
て
山
梨
大
学
を
新
設
す
る
こ
と
。

二
、
秋
田
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
、
筑
波
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
、
信
州
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
及
び
九
州
大

学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
を
廃
止
す
る
こ
と
。

三
、
沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校
を
新
設
す
る
こ
と
。

四
、
図
書
館
情
報
大
学
の
筑
波
大
学
へ
の
統
合
及
び
山
梨
大
学
と
山
梨
医
科
大
学
と
の
統
合
に
よ
る
山
梨
大
学
の
新
設
に
関
す

る
規
定
並
び
に
沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校
の
新
設
に
関
す
る
規
定
は
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
、
秋
田
大
学
医
療
技
術
短

期
大
学
部
及
び
筑
波
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
の
廃
止
に
関
す
る
規
定
は
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
信
州
大
学
医
療

技
術
短
期
大
学
部
及
び
九
州
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
の
廃
止
に
関
す
る
規
定
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
。

五
、
沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校
は
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
学
生
を
入
学
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


